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生 年 月 日 昭・平・　　　年　　 月　 　日

受 給 者 番 号

１ 月 １ 日
現 在 の 住 所

現 住 所

　二重納付等を防ぐため、普通徴収での納付状況は必ず本人に確認のうえ、ご記入ください。
　なお、この書類を提出する以前に納期限が到来している普通徴収分については、特別徴収に
切り替えることはできません。
　特別徴収税額の変更通知書は、この依頼書を受け取った月の翌月に送付いたします（各市町
により異なります）が、事務処理の都合により、事前に税額等の把握が必要な場合は、備考欄に
その旨記載いただくか、電話等によりお問い合わせください。
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名 　　称
（氏　名）

フリガナ 特別徴収義務者指定番号

新規
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所  在  地
（住　所）

〒

氏名

電話法人番号

替

⇨

ご注意

欄
入
記
町
市

納付書の送付は必要ですか 必要 ・ 不要

必ず記入してください
普通徴収（個人納付）　　　　　　特別徴収（給与引去り）

第　　　 期分以降を　　　　　　　　　  月分から切替
　（翌月１０日納期）

※既に当市で特別徴収している場合は、当初お送りした納付書の金額を訂正してご使用ください。
詳しくは 20 ページをご覧ください。

備考

い な べ 株 式 会 社

特別徴収への切替依頼書の記入例

イナベカブシキガイシャ

0 0 0 0 0 0 0 0 0

総 務 課

員 弁 　 太 郎

員 弁 　 二 郎

0594-86-7794

511-0498

いなべ市北勢町阿下喜 31 番地

※必ず本店の名称・所在地をご記入ください。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄とし右詰めで記載 

3 　  3　　3 2 7

　　８　   ７  　 ７

イナベ　　ジロウ

いなべ市員弁町笠田新田111番地

1 2 3
特別徴収税額の決定（変更）通知書を電子で受け取る場合は必ず記入してください。

普通徴収の納期…１期・２期・３期・４期のいずれか
特別徴収開始月…６月～翌年５月のいずれか
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